
令和６年度三重県フランス・ドイツ訪問団派遣事業 業務委託仕様書 

 

１ 事業の目的 

本事業は、全国知事会による県産品や観光の共同プロモーションに参加するため、三重

県が訪問団をフランス・ドイツへ派遣する際に、現地での関係機関等への訪問等を円滑に

行うために必要な行程管理や専用車等の手配を委託することを目的とする。 

 

２ 委託業務の内容 

（１）委託業務名   令和６年度三重県フランス・ドイツ訪問団派遣事業業務委託 

 

（２）委託期間    契約日から令和６年 12月 13日（金）までとする。 

 

（３）行程      

 別途交付する「令和６年度三重県フランス・ドイツ訪問団派遣事業 行程説明資料」（以

下「行程説明資料」という。）による。 

「行程説明資料」は本公告の日より令和６年５月 16 日（木）まで、企画提案コンペ参

加希望者に対し、随時交付する。希望する者は、事前に電話連絡の上、三重県津市広明町

１３番地 三重県庁３階 政策企画部国際戦略課（TEL：059-224-2844）に、９時から 17

時の間に取りに来ること。（土日祝日除く） 

 

（４）業務の内容 

令和６年度三重県フランス・ドイツ訪問団派遣事業が円滑に遂行できるよう、次のアか

らキの業務を実施すること。 

三重県と現地訪問先との今後の調整状況により、業務内容に変更を求める可能性がある

ため、航空券、宿泊ホテル、専用車両等のキャンセル規定について明記すること。 

新たな業務内容は三重県と十分に協議した上で決定し、業務内容が変更となる場合は変

更契約の対象となる。 

為替レートの変動による増額は認めない。諸般の状況を鑑みて見積もること。 

 

ア 出張の運営・管理 

① 行程においては、治安や衛生などに配慮し、参加者の安全が確保されること。 

② 出張者の行程管理を適切かつ円滑に行うこと。 

③ 実施にあたっては、出張先において、行程の管理を行う者（現地旅行会社等）によ

る支援体制が講じられること。 

④ 現地の正確な情報を入手して行程の運営・管理を行うこと。 

 ただし、訪問先との面談の事前調整は三重県で行うため、業務に含まない。 

 

イ 航空券の手配 

「行程説明資料」に示す行程で、フライトを手配すること。航空券代に加え、空港施

設利用料、燃油サーチャージ、発券手数料等航空券に係る経費を含めること。 



 

 

なお、航空券発券に際しては、事前に三重県の意向を十分に確認し、承諾を得ること。 

  

ウ 宿泊ホテルの手配 

「行程説明資料」に示す日程で、出張者のホテルを手配すること。 

なお、ホテルは安全性と経済性を十分考慮したうえで、効率よく訪問先を回ることが

できるよう、交通至便な三つ星クラス以上のホテルとし、出張者全員が同一のホテルと

すること。条件の詳細は「行程説明資料」による。 

 

エ 食事の手配 

「行程説明資料」に示す箇所の昼食、夕食の必要人数分の食事場所を契約後に提案

の上、手配をすること。昼食、夕食場所の選定及び内容は 三重県と十分に協議するこ

と。 

手配に係る費用は委託費に計上すること。 

なお、食事代の実費については、委託費に含めず、原則、帰国後、受託者が出張参

加者に請求し、徴収すること。 

 

オ 添乗員の手配 

  参加者の行程管理及び安全確保のため、日本から添乗員１名を同行させること。添乗

員は、日本語のほか、英語での対応が可能な者とすること。交通費（専用車に同乗する

部分を除く）や宿泊費、食費等、必要な諸経費を含めること。 

  なお、フライト遅延、出張者の感染症罹患等のトラブルが生じた場合、トラブルの処

理に対応可能な体制を確保すること。その体制については、添乗員の対応でなくとも可

とするが、添乗員の対応でない場合は、対応可能な体制について詳細を明記すること。 

  

 カ 専用車両の手配 

各訪問先での移動のため、「行程説明資料」に示す期間について、専用車１台（ドライ

バー付き）を手配すること。有料道路通行料金や駐車料金等、必要な諸経費を含めるこ

と。 

専用車は、10名程度が乗車できる車両で、加えて人数分のスーツケース等の荷物が収

納でき、車内に雨傘を人数分備え付けること。移動時間が早朝や夜間、深夜となった場

合や訪問先の変更等の場合にも対応すること。 

また、訪問先との連絡調整や訪問者の途中離団・途中合流等に柔軟に対応し、円滑な

移動が行える体制とすること。 

 専用車の車種、車番等の情報を、訪問団の出発２週間程度前までに、三重県に連絡す

ること。（２週間程度前までに、三重県に連絡することが困難な場合は、あらかじめ、い

つまでに連絡できるか、提示すること。） 

 なお、専用車には訪問団による出張者のほか、各行事への参加者等が同乗する場合が

あるため留意すること。 

 

キ 必要物品等の手配 



 

 

 ①モバイル Wi-Fiルーター等 

   現地滞在中、移動の際などにもインターネットへの接続が可能となるよう、Wi-Fiル

ーター（４G以上、容量無制限）、モバイルバッテリー（充電済）、充電器及び電源アダ

プターを各３台手配すること。 

  

（５）納品物 

ア 委託業務実施内容及び実施スケジュールを記載した「委託業務計画書」 

（原則としてＡ４版・両面印刷） ２部（提出時期：委託業務着手時） 

イ 委託業務実施結果を記載した「業務完了報告書」（様式任意） 

（原則としてＡ４版・両面印刷） ２部（提出時期：委託業務実施後） 

なお、「委託業務実施報告書」の提出の際、イの納品物の電子ファイル一式 

（形式：PDF、Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPointのいずれ

か）を合わせて提出することとする。 

 

（６）納入場所 

   三重県津市広明町１３番地 三重県政策企画部国際戦略課 

 

（７）納入期限 

 令和６年 12月 13日（金） 

 

（８）業務実施上の条件 

  ア 委託業務の実施にあたっては、実施内容を三重県と協議しながら進めるものとする。 

  イ 上記の協議の結果、業務実施内容が変更となる場合がある。 

  ウ 業務実施内容の変更の結果、委託金額の増減があった場合は、委託業務の額の変更

契約を締結することがある。 

  エ 委託業務を円滑に推進するための実施体制として、旅行会社の専門知識を有する職

員（総合旅行業務取扱管理者）を配置するものとする。 

  オ 旅行商品の企画及び販売にあたっては、旅行業法等の法令を遵守するとともに、必

要な運営管理を行うものとする。 

  カ 委託業務の履行について、綿密な連絡及び迅速な対応ができ、委託者からの要請に

より速やかに対処できる者であること。 

 

（９）個人情報取扱に関する罰則事項 

 個人情報を取り扱う場合、委託を受けた事務に従事している者もしくは従事していた

もの等に対して、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守させること。 

 

（10）暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置

要綱」第３条又は第４条の規程により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落

札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがきるものとする。 



 

 

 

（11）不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

  ア 通報等の義務 

受注者が契約の履行にあたって、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排

除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を

受けたときは、次の義務を負うものとする。 

 ①断固として不当介入を拒否すること。 

 ②警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

 ③発注所属に報告すること。 

 ④契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入

を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合

は、発注所属と協議を行うこと。 

  イ 通報を怠った場合の措置 

  委託者は、受託者がア②または③の義務を怠ったときは「三重県の締結する物件関

係契約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三重県物件関係落札資格

停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じる。 

 

（12）中止等の場合の対応 

  ア 三重県フランス・ドイツ訪問団派遣事業の中止、延期、規模縮小等が決定した場合

の業務内容及び委託額等の取扱いは、委託者と受託者が協議の上決定すること。 

  イ 三重県フランス・ドイツ訪問団派遣事業の中止、延期、規模縮小等が決定した場合、

受託者は委託者から中止等が決定した旨の連絡があるまでの間に準備、実施した業務

に係る費用を積算したものを、委託者の指定する日時までに提出すること。  

 

（13）その他 

その他必要な事項は「三重県会計規則」の規定によるものとする。 


